
久　喜　市

町 名 地 番 変 更 に 伴 う

会社・法人等の変更登記の手引き

〇登記に関するお問い合わせ

・会社等の登記に関すること

【さいたま地方法務局 法人登記部門】

TEL０４８（８５１）１０００ （代表）
※音声ガイダンスが流れますので、「３」 （会社法人登記）、

次に「２」 （登記申請相談） を押してください。

〒３３８－８５１３

さいたま市中央区下落合５‐１２‐１

・不動産の登記に関すること

【さいたま地方法務局 久喜支局】

TEL０４８０（２１）０２１５
※音声ガイダンスが流れますので、「２」 （不動産登記申請、

登記申請相談） を押してください。

〒３４６－０００５

久喜市本町４‐５‐２８

なお、登記の相談には事前に電話による予約が必要です。



はじめに

※変更登記を行うことができるのは、令和４年3月22日（火）以降と

なります。

　町名地番変更の実施により、対象区域内の会社、法人、組合の本店

（主たる事務所）、支店（従たる事務所）の所在地や代表者の住所が

変更されます。該当する方は、所管の法務局へ変更登記を行う必要が

ありますので、この手引きをご参照のうえ、すみやかに手続きをされ

ますようお願いします。

なお、登録免許税については、登記申請の際に「住所等変更証明書」

（令和4年３月２２日以降に改めて送付します）を添付すれば非課税

となります。
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１　変更登記が必要な場合と登記期間

　変更登記が必要な場合

　登記期間

　※　変更登記を行わない場合、新しい住所地の表示での代表者の資格証明や印鑑

　　証明を受けることができません。

① 本店（主たる事務所）の所在地の表示が変更になった場合 ⇒４ページ

② 支店（従たる事務所）の所在地の表示が変更になった場合 ⇒５ページ

③ 会社・法人の代表者等（株式会社の代表取締役、特例有限会社の

取締役・監査役、合同会社又は合資会社の社員、合同会社の代表社

員、民法上の法人の理事、共同組合の代表者）の住所の表示が変更

になった場合 ⇒６ページ

④ ①に該当する会社が、土地建物等の不動産を有している場合や、

不動産に関するその他の権利（抵当権等）を有している場合 ⇒７ページ

本店（主たる事務所）所在地の管轄法務局での変更登記⇒変更日以降２週間以内

支店（従たる事務所）所在地の管轄法務局での変更登記⇒変更日以降３週間以内

3



２　本店の所在地の表示が変更になった場合

　（１） 手続き

　　「変更登記申請書」に必要事項を記載し、「住所等変更証明書」を添付して、さ

　いたま地方法務局法人登記部門に申請（郵送でも可）してください。

　　また、埼玉県以外に支店がある場合は、本店の変更登記終了後、その変更登記を

　したことを証明する「履歴事項証明書」の交付を受け、「変更登記申請書」に添付

　して、支店所在地を管轄する法務局にも申請（郵送でも可）してください。

　　変更登記申請書に会社法人等番号を記載することにより「履歴事項証明書」の添

　付を省略することもできます。この場合には、添付書類欄に次のとおり記載しまし

　す。

　　　履歴事項証明書　添付省略

　　　　（会社法人等番号　　○○○○ー○○ー○○○○○○）

　（２） 参考例

  ア.　支店がない会社の場合

　　　久喜市伊坂○番地○にある「A株式会社」の所在地の表示が、久喜市伊坂中央〇

　　丁目〇番地〇に変更になった場合の手続きは次のとおりです。

　　①必 要 書 類　　　　　    「変更登記申請書」（１通）

　　　　　　　　　　　　　　「住所等変更証明書」（１通）　　　　　　　　　　　　

　　②申　請　人　 　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間  　   　　　　変更日以降２週間以内

　　④申請書提出先　　　　　さいたま地方法務局法人登記部門（郵送でも可）

  イ.　支店がある会社の場合

　　　久喜市伊坂○番地○に本店があり、埼玉県以外に支店がある「B株式会社」の本

　 　店所在地の表示が、 久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇に変更になった場合の手続き

　　 は次のとおりです。

【本店の所在地で行う登記】

　　　前記アの手続きのとおり。なお、本店の所在地の変更登記をしたことを証する

　　「履歴事項証明書」の交付を、支店の管轄する法務局の数だけ受けてください。

【支店の所在地で行う登記】

　　①必 要 書 類　　　　　　「変更登記申請書」（１通）

　　　　　　　　　　　　　　本店の所在地の変更登記をしたことを証する「履歴事

　　　　　　　　　　　　　項証明書」（１通）

　　②申　請　人　　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間    　　　　　変更日以降３週間以内

　　④申請書提出先　　　　   支店所在地の管轄法務局（郵送でも可）

4



３　支店の所在地の表示が変更になった場合

　（１） 手続き

　　「変更登記申請書」に必要事項を記載し、会社（支店）の「 住所等変更証明書 」

　  を添付して、本店所在地を管轄する法務局に申請（郵送でも可）してください。

　　  本店所在地を管轄する法務局での登記終了後、その変更登記をしたことを証する

　「履歴事項証明書」の交付を受け、「変更登記申請書」 に添付して、さいたま地方

　 法務局法人登記部門に申請（郵送でも可）してください。

　 　変更登記申請書に会社法人等番号を記載することにより「履歴事項証明書」の添

　 付を省略することもできます。この場合には、添付書類欄に次のとおり記載します。

　　　履歴事項証明書　添付省略

　　　　（会社法人等番号　　○○○○ー○○ー○○○○○○）

　（２） 参考例

　　 埼玉県以外に本店がある「C株式会社」の支店の所在地の表示が、久喜市伊坂〇

　 番地○から、久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇に変更になった場合の手続きは次のと

　 おりです。

【本店の所在地で行う登記】

　　①必 要 書 類　　　　　　「変更登記申請書」（１通）

　　   　　　　　　　　　　　「住所等変更証明書」（１通）

　　②申　請　人　　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間　　　　　 　変更日以降２週間以内

　　④申請書提出先　　　　　本店所在地の管轄法務局（郵送でも可）

　 　※なお、上記の変更登記をしたことを証する「履歴事項証明書」１通交付を受

 　　けてください。

【支店の所在地で行う登記】

　　①必 要 書 類　　　　　　「変更登記申請書」（１通）

　　　　　　　　　　　　　　本店所在地での変更登記をしたことを証する「履歴事

　　　　　　　　　　　　　項証明書」（１通）

　　②申　請　人　　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間　　　　　 　変更日以降３週間以内

　　④申請書提出先　　　　　さいたま地方法務局法人登記部門（郵送でも可）

5



４　代表者等の住所の表示が変更になった場合

　（１） 手続き

　　「変更登記申請書」に必要事項を記載し、代表者等（株式会社の代表取締役、特

　 例有限会社の取締役・監査役）の「住所等変更証明書」を添付して、会社の本店所　

　 在地を管轄する法務局に申請（郵送でも可）してください。

　（２） 参考例

　   埼玉県以外に本店がある「D株式会社」の代表取締役「久喜太郎さん」の住所の表

     示が、久喜市伊坂〇番地○から、久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇に変更になった場

　 合の手続きは次のとおりです。

　　①必 要 書 類　　　　　　「変更登記申請書」（１通）

　   　　　　　　　　　　　　「住所等変更証明書」（１通）

　　②申　請　人　　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間　　　　　　 変更日以降２週間以内　

　　④申請書提出先　　　　　本店所在地の管轄法務局（郵送でも可）
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５　会社等が所有する不動産について

　　町名地番変更により本店の所在地の表示が変更になった会社等が、不動産を所有

　している場合等に行う手続きです。

　　この手引きを行う前に「２ 本店の所在地の表示が変更になった場合」(４ページ）

　の手続きにより会社の本店所在地の変更登記を済ませる必要があります。

　（１） 手続き

　　「所有権登記名義人住所変更登記申請書」に必要事項を記載し、不動産所在地を

　管轄する法務局に申請してください。

　（２） 参考例

　　久喜市伊坂○番地○に本店がある「E株式会社」の本店の所在地の表示が、久喜市

　伊坂中央〇丁目〇番地〇に変更になり、同社が久喜市内またはそれ以外に土地を所

　有している場合の手続きは次のとおりです。

　　①必 要 書 類　　　　　　「所有権登記名義人住所変更登記申請書」（１通）

　　　　　　　　　　　　　　本店所在地の変更登記をしたことを証する「履歴事項

　　  　　　　　　　　　　　  証明書」（１通）

                                                    変更登記申請書に会社法人等番号を記載することにより

　  　　　　　　　　　　　　「履歴事項証明書」の添付を省略することもできます。

　　　　　　　　　　　　　　この場合には、添付書類欄に次のとおり記載します。

　　　　　　　　　　　　履歴事項証明書　添付省略

　　　　　　　　　　　　（会社法人等番号　○○○○ー○○ー○○○○○○）

　　②申　請　人　　　　　　代表取締役

　　③登 記 期 間　　　　　　期間の定めはないので必要な際に申請する。　

　　④申請書提出先　　　 　 【久喜市内の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　さいたま地方法務局久喜支局（郵送でも可）

　   　　　　　　　　　　　   【それ以外の土地の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　不動産所在地の管轄法務局（郵送でも可）

　■所有権登記名義人住所変更登記申請書の記載方法につきましては、別冊の「住所変更手続きのしおり」

　　をご参照ください
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６　申請書の記載例

　　記載例①　本店を変更する場合

株式会社変更登記申請書

１．会社法人等番号 0000-00-000000

１．商 号 A株式会社

１．本 店 埼玉県久喜市伊坂○番地○

１．登記の事由 町名地番変更の実施による本店の変更

１．登記すべき事項 令和4年3月19日町名地番変更の実施による本店の変更

本店 埼玉県久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇

１．登録免許税 登録免許税法第5条第5号により非課税

１．添付書類 住所等変更証明書１通

委任状 １通

上記のとおり、登記の申請をします。

令和 年 月 日

埼玉県久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇

申請人 A株式会社

埼玉県久喜市本町○丁目○番〇号

代表取締役 久喜 太郎 ㊞

埼玉県久喜市久喜市下早見〇丁目○番○号

上記代理人 代理 花子 ㊞

連絡先の電話番号 000-000-0000

さいたま地方法務局法人登記部門 御中

受付番号票貼付欄

分かる場合に記載してください。

本店所在地

変更後の本店所在地

この添付があれば非課税とな

ります。

代理人に登記申請を委任した

場合にのみ、必要です。

法務局へ申請する日

変更後の本店所在地

代表取締役の住所

法務局に届出の印

代理人が申請する場合

に記載し、代理人の印

鑑（認印）を押してく

ださい。この場合、代

表取締役の押印は必要

ありません。

8



　　記載例②　代表取締役の住所を変更する場合

株式会社変更登記申請書

１．会社法人等番号 0000-00-000000

１．商 号 A株式会社

１．本 店 埼玉県久喜市本町○丁目○番○号

１．登記の事由 町名地番変更の実施による代表取締役の住所変更

１．登記すべき事項 令和4年 3月 19日町名地番変更の実施による代表取締役

の住所変更

住所 埼玉県久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇

１．登録免許税 登録免許税法第5条第5号により非課税

１．添付書類 住所等変更証明書 １通

委任状 １通

上記のとおり、登記の申請をします。

令和 年 月 日

埼玉県久喜市本町○丁目○番○号

申請人 A株式会社

埼玉県久喜市伊坂中央〇丁目〇番地〇

代表取締役 久喜 太郎 ㊞

埼玉県久喜市下早見〇丁目○番○号

上記代理人 代理 花子 ㊞

連絡先の電話番号 000-000-0000

さいたま地方法務局法人登記部門 御中

受付番号票貼付欄

分かる場合に記載してください。

本店所在地

変更後の代表取締役

の住所

この添付があれば

非課税となります。

代理人に登録申請を委任し

た場合にのみ、必要です。法務局へ申請する日

本店所在地

変更後の代表取締役の住所

法務局に届出の印

代理人が申請する場合に記

載し、代理人の印鑑（認

印）を押してください。こ

の場合は、代表取締役の押

印は必要ありません。
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  Memo

10



　     久喜市建設部都市整備課　市街地整備推進室

　　　　埼玉県久喜市間鎌251-1（栗橋総合支所）

　　　　　　　電話：0480-53-1111（内線260）

発 行
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